
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

「児童にとって魅力のある学校」とは、自らの成長を実感できる学校。 

「保護者にとっての魅力のある学校」とは、児童の望ましい変容を見ることができる

学校。 

「地域にとっての魅力のある学校」とは、地域と学校の結びつきを実感できる学校。 

「教師にとっての魅力のある学校」とは、児童の成長に手応えを感じ、保護者 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第2号 

202６年（令和８年）４月３０日（木） 

【学校HPアドレス】 

http://www.kyoto-be.ne.jp/taka-es/cms/ 

 
 

校庭の木々の緑がいっそう鮮やかに輝き、さわやかな風を感じる季節となりました。新しい学年がス

タートし、まもなく１か月が過ぎようとしています。子どもたちは、毎日新しいことを吸収しながら元

気に過ごし、学校は活気にあふれています。 

本校は、地域とともに歩む学校づくりを大切にしながら日々の教育活動を進めています。 

さつまいも植えや田植え、ホタルの学習、稲刈り、さつまいも掘り、野菜の苗植えや収穫・販売体験、

ピザ焼き体験など、ここにはすべて書ききれないほどたくさんの場面で、たくさんの地域の方にお世話

になっています。先日は、中庭の樹木の剪定や草刈りなどもお世話になり、子どもたちが安全に気持ち

よく学校生活が送れる環境を整えていただきました。この場をお借りし、心より感謝申し上げます。 

また、今年度は、これまで学校の中庭で育てていたさつまいもを地域の方のご厚意により、校外の畑

で栽培させていただくことになりました。１～３年生でさつまいもの苗を植え、全校児童で収穫させて

いただきます。５年生の田植え・稲刈りもそうですが、このように子どもたちが土に触れ、作物を育て

る喜びや収穫の楽しさを実感できる取組は、地域の方の力があってこそ実現することができます。こう

した体験は、教室の学びだけでは決して得ることのできない貴重なものであり、地域の皆様とのつなが

りを実感できる機会でもあります。 

学校は、子どもたちだけでなく、地域の皆様とともに成長していく場です。今後も、そのつながりを

大切にしながら、子どもたちの健やかな成長を支援していきたいと思っています。そして、子どもたち

が大人になったとき、今度は自分が地域の一員として、学校を支える立場となり、関わってくれること

を願っています。 

井手町立多賀小学校 

校長 白尾 尚美 

 

地域とともに歩む学校 

1 金 春の遠足（１～３年） 
 

2 土   
 

 
3 日 憲法記念日 

 

 
4 月 みどりの日 

 

 
5 火 こどもの日 

 

 
6 水 振替休日 

 

 
7 木 すこやか週間（～15日） 

 

 

8 金 
授業参観（５校時）学級懇談会 

修学旅行説明会（６年）  

 

 
9 土   

 

 
10 日   

 

 

11 月 

短縮４校時（1～４年） 

短縮５校時（５.６年）委員会② 

救助法講習会 

 

 
12 火 体力テスト① 内科検診（3.5.6年） 

 

 
13 水 全校朝礼 避難訓練（風水害）体力テスト②   

 

 
14 木 交流遊び① 歯科検診 

 

 
15 金 短縮５校時 安全の日 

 

 
16 土   

 

 
17 日   

 

 
18 月 普通４校時（1.2.3年） クラブ② 

 

 

19 火 
京都府学力・学習状況調査（６年） 

内科検診（1.2.4年） 

 

 

20 水 
普通４校時（5.6年） 

井手町陸上運動交歓記録会（5.6年） 

 

 

21 木 

京都府学力・学習状況調査（５年） 

検尿一次 浄水場見学（４年） 

えんどう豆のさやむき体験（2.3年） 

 

 

22 金 

京都府学力・学習状況調査（４年） 

サツマイモ植え（１～３年） 

非行防止教室（５年）薬物乱用防止教室（６年） 

 

 
23 土   

 

 
24 日   

 

 
25 月 眼科検診 

 

 

26 火 
普通４校時（5.6年）井手町陸上運動交歓記

録会予備日（5.6年） 

 

 
27 水 短縮５校時 サツマイモ植え予備日 

 

 
28 木 修学旅行（６年） 

 

 
29 金 修学旅行（６年） 

 

 
30 土   

 

 
31 日   

 

 

 

1 月 
普通4校時1～4年 給食試食会 

委員会③   
2 火 体重測定  

 
3 水 

全校朝礼 普通４校時（4.6年） 

普通５校時（1.2.3.5年） 

 

 
4 木 プール清掃（３～６年）  

 
5 金 プール清掃予備日  

 
6 土    

 
7 日    

 
8 月   

 
9 火 検尿二次  

 
10 水 児童集会 プール開始  

 
11 木 教育相談（午後）  

 
12 金 

普通5校時 授業参観（5校時） 

PTA本部役員会 漢字検定 

 

 
13 土    

 
14 日    

 

15 月 

普通４校時（1～3年）クラブ③  

安全の日 

町内あいさつ運動・さわやか登校（～19日） 

 

 
16 火 検尿二次予備日  

 
17 水 エコポート21長谷山見学（４年）  

 
18 木 交流遊び②  

 
19 金   

 
20 土    

 
21 日    

 
22 月   

 
23 火   

 
24 水    

 
25 木 教育相談（午前）  

 
26 金   

 
27 土    

 
28 日    

 
29 月 

普通４校時（1～3年） 

心臓検診二次9:30 クラブ④ 

 

 
30 火   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

心のサポート推進事業 

(スクールカウンセラーの配置) 

今年度も教育相談日に臨床心理士による

カウンセリング、相談活動（児童、保護

者）を希望制で行います。月に３回程度実

施します。 

詳しくは、毎月発行しております「教育

相談日のお知らせ」でご確認ください。 

授業参観・学級懇談会 

５月８日（金）は、授業参観・学級懇談会

を予定しています。新学年になった子どもた

ちの様子を、ご参観ください。また、参観後

には、学級懇談会を行います。多数のご出席

をお願いいたします。 

〇授業参観（５校時） 

１3：４０～１４：２５ 各教室 

〇学級懇談会 

１４：４５～１５：１５ 各教室 

○修学旅行説明会 

 1５：２０～    ６年生教室 

＊開始時刻は、多少前後することがあります。 

給食試食会について 

先日、「給食試食会」のお知らせを配付しま

した。内容は、給食参観、給食の試食、栄養

教諭による食育の話です。参加を希望される

方は、５月８日（金）までに、担任へ申し込

み用紙をご提出ください。 

（１家庭１名まで １食３１０円） 
４月２８日（火）に交通安全教室を実施しました。交通安全について考え、道路の横断の仕方や正し

い自転車の乗り方について、田辺警察署の方より講習をしていただきました。 

 １・２年生は、安全確認をして道を渡る練習を、３～６年生は、実際に自転車に乗り、安全確認の仕

方や交差点での曲がり方などを学びました。 

 校区には、坂道が多く、せまい道から広い道への交差点も数多くあります。連休中も自転車の乗り方

には十分に注意するよう、ご家庭でも話していただければと思います。 

最後になりましたが、実習のために自転車を提供してくださったおうちの方、当日お手伝いいただい

た地域の皆様ご協力ありがとうございました。 

        

    

            

                

 

 

４月３０日（木）に児童会本部の司会・進行のもと、１年生を迎える会を実施しました。 

初めに、１年生が一人ずつ自分の名前と好きなものを発表し、その後なかよし班で輪になり、自己紹

介をしました。１年生は2～６年生から手作りのプレゼントをもらい、とてもうれしそうでした。 

全校みんなの笑顔があふれる楽しいひとときとなりました。 

 

家庭訪問ありがとうございました 
 限られた時間ではありましたが、子ども

たちのご家庭での様子や学校での様子を交

流することができ、たいへん有意義な時間

となりました。ありがとうございました。 

 

 

 

いじめについて・学校生活についてなど

気になることや不安に思うことはご相談

ください。 

 

救助法講習会 

水難事故から子どもたちの命を守るため

の講習会を開催いたします。京田辺市消防本

部井手分署にご協力いただき、万が一の際の

救助法や応急手当について学びます。保護者

の皆様のご参加をお待ちしています。 

５月１１日（月） 

１４：００～１４：５０ 体育館 


